












 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図5.  CCSBT 統計海区4 - 9 における、4月から9月までの日本はえ縄漁船の年

齢グループ別ミナミマグロ（3才、4才、5才、6‐7才、8‐11才、12才+）のノ

ミナル漁獲率（1000針あたり尾数）傾向 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.  台湾のミナミマグロ対象はえ縄漁業の季節別体長組成（台湾の漁獲を

LL1とLL2に区分する新たな基準が設けられたため、この図は将来変更される

可能性がある）。
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図7.  過去5年間の日本はえ縄漁業の月別・海域別RTMPデータのノミナル

CPUEの体長組成 
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図8.  ニュージーランド用船船団の2001年から2005年のミナミマグロ体長別割

合。2005年のデータは漁獲量の約75%に基づいている。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図9.  ミナミマグロ産卵場におけるインドネシアはえ縄漁業の産卵期別ミナミ

マグロの体長分布（2センチ間隔）。灰色の棒は中央値の体長クラスを示す。

産卵期とは前年の7月1日から該当年の6月30日までを指す。薄色の棒は体長の

中央値を示す。
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図10.  勧告されたミナミマグロ管理手続き及び実施スケジュールのもとでの歴史的

産卵親魚資源量及び予測産卵親魚資源量。線は1989年及び2004年の産卵親魚資源量

の中央値を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図11:  勧告されたミナミマグロ管理手続き、実施スケジュール、2006年の5000トン

の漁獲削減のもとでの、ミナミマグロの歴史的CPUE（実線）及び予測CPUE（2004
年中央値との比較）。 
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別紙 8 
 

合意された漁獲の特徴について 

メンバーが現在提供していない情報に関する 

各国の回答 
 
 
オーストラリア 
 
対象種 
まき網漁業においては、漁業者は SBT 専用の漁獲成績報告書に情報を記載す

る。従って、この漁業で記録されるすべての漁獲努力は SBT のみを対象とし

ていると考えてよい。しかし、この漁獲成績報告書にまき網の漁獲として、

少量のカツオが間違って報告されていることを留意すべきである。 
 
オーストラリアのはえ縄漁業は多魚種の漁業であり、各種まぐろ・かじき類

を対象としている。2001 年までは、はえ縄の漁獲成績報告書で対象種の情報

を収集していたが、漁業者の情報では 1 つの投縄で様々な魚種を対象とする

こと、また、縄が回収されるまで漁獲成績報告書に記入されないことがある

ため、2001 年以降はこの項目を外した。科学者は、CPUE 目的の対象種情報

は他のより信頼できる方法（例：投縄の特徴）で確認できるとしている。 
 
上記のまとめとして、CCSBT に報告されるすべてのまき網努力は SBT を対

象としていると考えてよい。オーストラリアの浮きはえ縄漁業は多魚種を対

象としているため、漁獲成績報告書で集められる対象種の情報は概ね利用で

きない。 
 
保持尾数（表層） 
オーストラリアの漁業の性質上（魚は漁獲され、生きたまま水中で保持され

る）、現在のところ漁獲努力データから保持尾数について正確な推定を得る

ことはできない。漁獲されて保持された尾数のデータを収集する技術につい

て検討されてはいるものの、本件に進展が見られるのは将来のことであろう。

漁獲尾数は生簀のサンプリングと曳航中の死亡データから得られるが、これ

らを努力データに直接関連付けることはできない。  
 
鉢数 
オーストラリアの浮きはえ縄漁業者は鉢を使用せず、すべての釣針を 1 ~ 6 つ

の仕掛箱から出すため、オーストラリアのはえ縄漁業には鉢数は該当しない。 
 
代用の情報及び生データの頻度（LL） 
この情報を提供していなかったのは手落ちであり、次回のデータ交換から是

正する。  
 



台湾 
 
対象種 
SBT は台湾船団の混獲種もあり、かつ季節的な対象種でもあること、また現

行の改訂された漁獲成績報告書にはこの項目がないことから、この情報は提

供できない。 
 
隻数、漁獲日数及び投縄数 
台湾は 2005 年に 2002 年‐2004 年の隻数を提供した。SBT 漁業に関わった日

数を分けるのは難しく、漁獲日数及び投縄数の情報は誤解を招く可能性があ

るため、提供する意味がないと判断した。 
 
投棄魚尾数 
台湾の改訂された漁獲成績報告書に、2004 年から投棄の項目が加えられた。

漁獲成績報告書が回収されれば、この情報は提供できるようになる。 
 
鉢数 
1995 年以降、漁獲成績報告書に鉢数を記入するよう要請しているが、カバー

率はまだ低い。台湾はこの情報を提供する意味があるか検討する。 
 
日本 
 
対象種 
日本はこの項目に関するデータを有しない。 
 
保持重量 
この資源評価に重量データが使用されないため。 
 
投棄魚尾数 
日本はこの項目に関するデータを有しない。しかし、サメに食われていない

限り、SBT は投棄されない。 
 
ニュージーランド 
 
投棄魚尾数 
2003 年以前までは、投棄に関する情報源はオブザーバーデータのみであった。

2003 年から改訂された漁獲努力報告書が導入され、これに投棄された漁獲を

記録することが要件となった。しかし、業界内で報告義務に関して混乱があ

ったため、この情報が完全である可能性は低い。従って、漁獲努力報告書か

ら 2003/04 年の投棄のデータがいくつか上がってきているものの、これらの

データは信頼できず、実際の投棄量を推定するためには使用できない。ニュ

ージーランドは引き続きオブザーバーデータを利用して過去の投棄を推定し

ている。2004/05 年漁期からは、漁獲努力報告書に投棄魚を記録する要件があ

ることが徹底されたため、今後はこれらの情報をオブザーバーの推定に加え

て報告する。 



別紙 9 

CPUE モデリンググループ報告書 

はじめに 
SAG6 会合中に CPUE グループの正式な会合は開催されなかったが、管理手

続きに当面及び将来必要となる重要な事項について場外で討議した。討議を

もとに議長が報告書を作成し、ESC 中に開催された短時間の会合で手を加え

た。 
 
SAG が SBT の管理用に選択した管理手続きにおいて、CPUE の結果は重要な

要素である。MP で CPUE シリーズを問題なく使用するために、いくつか検

討しなくてはならない事項がある。CPUE モデリンググループは特に以下の 2
つの点に関心がある。 
• 一義性：使用する CPUE インプットは毎年明確に定義づけをしなくてはな

らない。 
• 偏りのないこと：CPUE インプットは SBT 豊度の変化を代表しなくてはな

らない。 
 
データの提供についてはデータ交換作業部会で、また ST windows CPUE シリ

ーズに必要なファインスケール・データの提供については ESC で検討された。 
 
上記の点に加え、過去の CPUE モデリンググループの報告書に記録され、

ESC においても合意されている通り、当面のニーズではないものの重要な課

題として挙げられているのは、改良された新しいシリーズを開発することで

ある。 
 

一義性 
当然のことであるが、管理手続きが明確なアドバイスを提供するためには、

一義的なインプットに基づいたものであることが必要で、その一環として

CPUE を毎年更新しなくてはならない。暫定的に使用する CPUE シリーズに

ついては、既に合意が得られている。2003 年 9 月に開催された CPUE モデリ

ンググループ会合において（SC8 報告書別紙を参照）、管理手続き運用の当

初 5 年間使用する CPUE シリーズの詳細な仕様が提示された。  
 
CPUE シリーズに関するこの仕様は非常に明確なものであるが、1 つまたは複

数のシリーズが入手できない、もしくは計算できなかった場合、あるいは将

来的に CPUE モデリンググループがあるシリーズのパフォーマンスがあまり

にも不規則であり使用できないと判断した場合に、どのように対応するかと

いう点を確認にしておくことも有用である。 
 
• ある 1 つのシリーズが使用できなくなった場合には、その年の中間の 2 つ

のシリーズの平均を中央値とすべきである。 



 
• 2 つのシリーズが使用できなくなった場合には、残りの 3 つのシリーズの

中央値を使用すべきであるが、CPUE モデリンググループはメタルールを

発動する必要性についてアドバイスを提示しなくてはならない。 
 
• 3 つ、もしくはそれ以上のシリーズが使用できなくなった場合には、メタ

ルールを発動すべきである。 
 

偏りのないこと 
選択された MP では、CPUE は資源豊度を代表するために使用される。従っ

て、集計した CPUE 測定値（5 つのシリーズの中央値）が SBT の 4 才＋の資

源豊度を反映しているかを継続的に確認する必要がある。評価モデルは

CPUE から近年の資源豊度傾向の指標を得ることから、CPUE の偏りを直接確

認することは難しい。しかし、偏りを間接的に試験する方法はいくつかあり、

CPUE モデリンググループの短期の継続作業はそれらの試験をさらに進化さ

せ応用していくことである。いくつかの間接的な試験は既に存在するか、ま

たは比較的単純なものである。特に以下が挙げられる。 
• RTMP プログラムを使用することによって前年の結果に偏りが出ないよう

に注意する必要がある。RTMP には非 SBT 対象の CPUE がないため、上

向きの偏りが出る可能性がある。これは、RTMP の結果と最終結果の比率

を遡及的に解析することで確認できる。 
• 5 つのシリーズを比較することで、それらの傾向に大きな逸脱があるかを

検知することができる。 
• 操業分布の時空間的な変更の解析が提示されるべきである。 
 
今後、他の試験も開発していく必要がある。また既存の試験についてはそれ

らを定量化し、あるシリーズがどのくらい変則的であった場合にそれを使用

しないと決定するかという基準を設けなくてはならない。 
 

新しいシリーズ 
当初 5 年間の MP 運用で使用する CPUE シリーズについては 2003 年に特定し

た。2003 年以降、ESC は MP の開発と試験の作業に専念する必要があったた

め、ESC 作業プログラムの中で CPUE の調査作業は優先度が下げられた。し

かし、過去の報告書にも記述されている通り、MP をベースとした管理につ

いて、第 1 回目の大規模なレビューを行うまでに、改良された新しい CPUE
シリーズを開発する必要がある。従って、2006 年から 2008 年の期間、CPUE
調査作業の優先度は高まる。  
 
グループは、統計解析を更に行うことで CPUE を改良できると考えており、

解析結果に関する文書や、有用と思われるアプローチに関する概念を説明し

た文書などを歓迎する。しかし、CPUE シリーズを改良する最も確実な方法

は、各船団の今までの操業パターンに関して理解を深めることにあるとグル

ープは考えた。  



 
CPUE モデリンググループは、SBT 漁業において大きな変化があった時期に

重ねて、歴史的に 3 つの段階で捉えることができると考えた。その段階とは

大まかに以下の通りである。 
• 早期：CPUE が急激に下降していった時期。漁船が資源の地理的限界

まで幅広く探索していた頃で、近年に比べて高い漁獲率を実現してい

た時期である（資源が削減されていった段階）。 
• 中期：知られているすべての漁場で操業が行われていた頃で、CPUE

はほぼ安定、もしくは少しずつ減少傾向を示し、豊度が相対的に「ま

ばら」になり始めた時期である。 
• 近年：漁場及び操業期が縮小され、漁獲率が非常に低くなり、大きく

変動するようになった時期。 
 
CPUE グループは、各段階の空間的なパターンや相対的な「まばらさ」の程

度に応じて、操業上の戦略、漁具効率、及び漁業の経済性はそれぞれの段階

並び船団の間で 大きく異なっていた可能性があると考えた。さらに、（主な

船団・漁業の）操業上の戦略の変更、漁具の変化と技術的な改善、経済的な

影響を理解することで、豊度指数としての CPUE に対する理解が深まるとグ

ループは考えた。また、この調査を通じ、CCSBT が漁獲削減を勧告した場合

に船団がどのような反応を示すかを理解できるようになるかもしれない。 
 
調査では、漁獲率に影響を及ぼす漁業者の行動や漁具（魚探や漁船の電子位

置確認なども含む）の変化を確認し定量化することを目指す。このプロセス

に役立つものとして以下が考えられる。 
• 各 SBT 船団の「専門知識」を説明した文書。即ち、年間の活動の中で

SBT 漁業がどのように位置づけられているか、また SBT やその他のマグ

ロ類の豊度や TAC がどのように SBT 漁業の操業海域と時期を決定するか

など。  
• SBT 漁業の漁具と漁船の技術の進化をレビューした文書。 
• 業界の変遷に関する漁労長の逸話もしくは出版物をレビューした文書。  
• 過去の CPUE 調査をレビューした文書。 
 

作業プログラム  
 
2006 年の SAG/ESC 期間中： 
CPUE モデリンググループは公開会議で以下を行う。  
• 運用中の 5 つの CPUE シリーズの RTMP をベースとした推定に必要な修

正について合意する。 
• 運用中の 5 つの CPUE シリーズの一貫性と質の継続的な確認方法について

合意する。 
• 新しい CPUE シリーズの開発に向けた調査を行う。 
• 2007 年特別会合の詳細な計画案を提示する。 
 



さらに、2006 年の日本での SAG/ESC 会合の機会を活用することが有用であ

ると考えられた。CPUE モデリンググループのサブグループ（各国から 2 名

程度）を 1 日開催し、既存のシリーズの共同統計解析を行う（ファインスケ

ール・データを使う「高橋 space-time window 」シリーズの解析が望ましい）。

2007 年には大規模な統計解析作業部会の開催が計画されているが、2006 年は

その作業のトライアルとして位置づける。アプローチとして、日本の科学者

が、共同で合意された方法でファインスケール・データを解析し、グループ

が共同で集計された統計結果を討議することを提案する。この方法が、日本

がデータの機密性を保持しながら、ファインスケール・データの統計解析を

行う最も適切な方法と思われる。このアプローチはまた、共同で合意できる

ような CPUE シリーズを開発する最も良い方法でもあると思われる。  
 
2007 年の作業： 
 
日本で 1 週間の CPUE モデリンググループ統計会議を開催する。 
 
2007 年 SAG/ESC： 
• 必要に応じて、運用中の 5 つの CPUE シリーズの一貫性と質の継続的な確

認を実施する。 
• 新しい CPUE シリーズの開発状況をレビューする。 
• CPUE モデリンググループ統計会議の結果をレビューする。 
 
2008 年の作業案： 
CPUE シリーズの候補をレビューし、可能ならば選択する。  
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SRP レビューの付託事項草案 
 
ESC は、CCSBT が SRP のレビューを承認するよう要請する。SRP は 2001 年

に策定され、その時点で SRP の目標について以下のような表明している。

「SC は、SRP の主な目標を資源評価のインプットとして使用するデータの質

を高めること、また資源サイズの将来の傾向をモニターする信頼できる指数

の開発に貢献することであると考える。 将来の傾向の指標は、TAC の設定を

促すためのフィードバック・ルールの重要な要素となる。」 
 
レビューの付託事項は以下の通り。 
 
1.  CCSBT が特定した SRP の目標のもとで、2001 年に採択された SRP の全構

成要素をレビューし、将来追加すべき要素について検討する。具体的には： 
   a. 各プロジェクトの目標と、その達成度をレビューする。   
   b. SRP の一環として CCSBT が実施したプロジェクトについては、プロジェ

クトの費用とメリットもレビューする。 
 
2.  SRP の各プロジェクトの目標をレビューし、適切な場合には目標を改訂す

る。 
 
3.  SRP の各構成要素とそれに付随するプロジェクトに優先順位をつける。優

先順位は、目標の達成度、及び結果として得られたデータが SBT 管理にどの

くらい重要であるかという観点から決定する。レビューでは SRP のプロジェ

クトが、資源の傾向のモニター、MP の実施、MP 開発に使用したオペレーテ

ィングモデルの主な仮定の試験、MP のパフォーマンス評価の指標、加入の

傾向、及び将来の評価のためデータに貢献しているかを確認する。これらを

確認することで SRP 構成要素の相対的な優先度が決定される。  
 
レビューチームは、独立諮問パネルと各国から最高 3 人までの代表で構成す

ることを勧告する。CCSBT は、同様の漁業の経験を有する CCSBT のメンバ

ーもしくは外部科学者をこのレビューに参加させる価値を検討するかもしれ

ない。 
 
SPR の構成要素ならびに関連のプロジェクトについて、上記の基準をもとに

評価した文書を提出するようメンバーに要請する。 
 
レビューの報告書は 2006 年に CCSBT に提出する。 
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データ交換作業部会報告書 
 

データ交換作業部会は、拡大科学委員会（ESC）のデータ交換の議題項目について

討議し、その結果を ESC に報告するための会合を開いた。 
 
 
(1) 2005 年データ交換のレビュー 
 
グループは、2005 年のデータ交換が近年よりも大幅に改善されたと合意した。大半

のデータは期日までに提出された。また、どのデータが提供されたか、再度提出さ

れたデータの中でどれが最新のものであるかなどといった混乱も少なかった。 
 
CCSBT のウェブサイトのプライベートエリアに、必要なデータを明確に記載し、提

出されたデータを入れるようにしたことにより、データ交換のプロセスは大幅に改

善された。 
 
しかし、データを期日まで提供にする、誤ったデータの提出を減らすという点では

更なる改善が可能であると留意され、今後改善されていくものと期待される。 
 
また、データ提供の書式が一層統一され、より頑健になれば、将来のデータ交換は

さらに簡素化されると合意された。CCSBT は今後、全メンバーが同一の書式でデー

タを提供する方向に進むべきであると合意された。このため、メンバーがデータを

提供する場所として、事務局が空の MS-Access データベースを開発することが合意

された。データベースにはあらかじめルールを設定し、例えばコードの利用などで

統一性が確保できるようにする。このデータベースの開発、及びその後このデータ

ベースを利用したデータ提供について、具体的な期限は決めなかった。その代わり、

時間が許す範囲でこの作業を行い、新しいデータ交換メカニズムを徐々に採用して

いくことが最も適切であると合意された。 
 
 
(2) 2006 年データ交換の要件 
 
2006 年データ交換の要件が合意され、詳細は付録 1 に示した。 
 
オペレーティングモデルと管理手続きに使用する漁獲実績の時系列データの計算方

法は文書 CCSBT-ESC/0509/11 に示されている。ESC は、提案された計算方法の変更

に合意した。これらの変更は付録 2 に示した。 
 
 
(3) データ交換ワークショップ 
 
作業部会は 2006 年にデータ交換ワークショップを開催する必要はないと合意した。 
 

 



 

付録 1 
 

2006 年データ交換の要件 
 
下記の表は、2006 年に提供されるべきデータ、及びにその提出期日と責任を示した

ものである。   
 
漁獲努力量及びサイズのデータは、2005 年と同じ書式で提出されるべきである。メ

ンバーは、データ提出書式を変更する場合、新しい書式とその書式の試験用データ

を 2006 年 1 月 31 日までに事務局に提出しなくてはならない。これはデータ取り込

みに必要な通常業務を開発する時間を確保するためである。 
 
下記の表に示した項目につき、2005 暦年の完全なデータと、変更を加えた年のデー

タを提出するものとする。過去のデータの変更が、2004 年のデータの通常業務的な

更新以上である場合、あるいは微小な修正以上である場合、変更したデータについ

ては、（別途合意がない限り）次回の SAG/SC 会合で討議されるまで使用しない。

過去のデータに変更を加えた場合（2004 年データの通常業務的更新以外）、変更内

容を詳しく説明した文書を添付すること。 
 
提供すべきデー

タの種類1 
データ 
提供者  

期日 
提出するデータの説明 

コホート・スラ

イシングの 
アルゴリズム 

豪州、日本 2005 年 
10 月 31 日

事務局がコホート・スライシングを行う際に使用

するコホート・スライシングのアルゴリズムを事

務局に提供すること。これらのアルゴリズムは、

事務局が CPUE シリーズを計算するための CPUE
インプット・ファイルを作成する際にも使用され

る。必要に応じ、説明や援助も事務局に提供する

こと。 
MP/OM 用 
台湾漁業をサイ

ズ・セレクティ

ビティーに基づ

いて LL1 と LL2
に分ける勧告 

台湾 2005 年 
12 月 31 日

SC10 で MP データ・インプット作業部会は、台

湾のデータを、対象種基準でではなく、サイズ・

セレクティビティーで LL1 と LL2 に分けること

を勧告した。本件については、データ交換に改訂

されたデータが提供される前に、閉会期間中に討

議され、合意されることとなっている。 
CCSBT データ
CD  

事務局 2006 年 
1 月 31 日 

2004 年のデータ交換で提供されたデータやその

後に提出された他の追加データ（例：標識再捕）

を取り入れたデータの更新（漁獲努力、サイズ別

漁獲量、引き伸ばし漁獲量、標識再捕）。事務局
は各加盟国からの要請に応じ、2006 年中に標識
再捕データの追加的な更新情報を提供する。 

船団別総漁獲量 全メンバー 
及び協力的非

加盟国 

2006 年 
4 月 30 日 

船団別・漁具別の引き伸ばし総漁獲量（重量と尾

数）ならびに隻数。これらのデータは暦年及び割

当年で提供すること。 
月別インドネシ

ア総漁獲量、イ

ンドネシアはえ

縄漁獲の SBT
の割合 

IOTC/ 事務局 2006 年 
4 月 30 日 

2005 年のデータを得るため、事務局は IOTC と連

絡を取る。 

                                                 
1 文中の「MP/OM 用」とは、データが管理手続きとオペレーティングモデルに使用されることを意

味する。一方だけ示されている場合（例：「OM 用」）は、該当するデータが一方にのみ必要である

ことを意味する。 



 

提供すべきデー

タの種類1 
データ 
提供者  

期日 
提出するデータの説明 

SBT 輸入統計  日本 2006 年 
4 月 30 日 

日本に輸入された SBT の国別・生鮮・冷凍、月

別の重量。この輸入統計を使って非加盟国の漁獲

量を推定する。 
死亡枠（RMA
及び SRP）使用

量 

全メンバー 
（及び事務

局） 

2006 年 
4 月 30 日 

2005 暦年に使用された死亡枠（キロ）。RMA と

SRP 死亡枠を区別すること。可能であれば、月

別・海域別にも分けること。 
旗国別・漁具別

全世界 SBT 漁

獲量 

事務局 2006 年 
5 月 14 日 

科学委員会報告書に提供される旗国別・漁具別全

世界 SBT 漁獲量。 

MP 用 
CPUE データの 
準備方法を示し

た文書 

豪州、日本、
NZ 

2006 年 
4 月 30 日 

漁獲成績報告書の生の漁獲努力データから CPUE
計算のインプットとして使用する最終データを準

備するプロセスを説明した文書。 

MP 用 
5 つの CPUE シ
リーズの計算方

法を示した完全

な文書 

豪州、日本 
 

2006 年 
  4 月 30 日 

o 各 CPUE シリーズのインプット・データに関

する詳細な説明 
o CPUE シリーズの詳細な計算方法 
o CPUE シリーズの計算に使用するソフトとコ

ード。提供されるコードの性質によっては、

コードを走らせる方法や様々なコード要素を

見つける方法などを説明したナビゲーション

文書も必要となる。 
漁獲努力量 全メンバー

（及び事務

局） 

2006 年 
  4 月 23 日

（NZ）2 
 

2006 年 
  4 月 30 日

（その他の

加盟国及び

事務局） 
 

投縄（操業）ごと、もしくは集計の漁獲量（尾数

及び重量）と努力量。（NZ は投縄ごとのファイ

ンスケール・データを提供するが、事務局がそれ

を集計し回章する）。最大の集計レベルは、年、

月、船団、漁具、5 度区画（はえ縄）、1 度区画

（まき網）。必要な情報をまとめた雛形は文書

CCSBT-ESC/0509/09 に記載されている。 

非保持漁獲量 全メンバー 2006 年 
  4 月 30 日

非保持漁獲に関し、各漁業から下記のデータを

年、月、5 度区画別に提供すること。 
• 非保持と報告（もしくは監視）された SBT 尾

数 
• 非保持の報告がない時期と漁船を考慮して引

き伸ばした非保持 SBT 尾数 
• 引き伸ばし後非保持 SBT の推定サイズ度数 
• 非保持魚の状態. 

2005 年のデータに加え、過去の時系列データも

提供すること。 
RTMP 漁獲努力

データ 
日本 2006 年 

  4 月 30 日

RTMP の漁獲努力データは、標準漁獲成績報告書

データと同じ書式で提供すること。 
NZ 合弁事業 
漁獲努力デー

タ、解像度：1
度区画  

事務局 2006 年 
  4 月 30 日

 

NZ の集計漁獲努力データは 5 度区画ではなく、1
度区画で提供される。事務局がこのデータを準備

し、日本が算出する W0.5 及び W0.8 CPUE 指数に

使用するためのみに日本に提供する。他のメンバ
ーが解析のためにこのデータを使用を希望する場
合は NZに要請することができる。 

                                                 
2 ニュージーランドの期日が他より早いのは、事務局がニュージーランドのファインスケール・デー

タを処理し、4 月 30 日までにメンバーに集計した引き伸ばしデータを提供できるようにするため。 



 

提供すべきデー

タの種類1 
データ 
提供者  

期日 
提出するデータの説明 

豪州、NZ、韓

国の引き伸ばし

漁獲データ 

豪州、 
事務局、韓国 

 

2006 年 
  4 月 30 日

 

集計引き伸ばし漁獲データは漁獲努力データと同

様の解像度で提供すること。日本と台湾は引き伸

ばし漁獲努力データを提供するため、これを提出

する必要はない。NZ についても、事務局が NZ
のファインスケール・データを使って引き伸ばし

漁獲データを作成するため、提出は必要ない。 
MP/OM 用 
台湾の漁獲量を

LL1 と LL2 に分

ける 

台湾 2006 年 
  5 月 24 日3

台湾の漁獲量（尾数及び重量）をサイズ・セレク

ティビティー基準に基づいて LL1 と LL2 に分け

る。2005 年のデータに加え、サイズ・セレクテ

ィビティー基準に基づいて改訂した時系列データ

も提供すること。 
 
変更された過去のデータについて、更なる合意を

得ることなく SAG7 以前に使用しても良いことが

合意されている。 
MP/OM 用 
1952 年から

2004 年までの

各年の各漁業総

漁獲量 

事務局 
 

2006 年 
  5 月 31 日

 

事務局は上記の各データセットと以前に合意され

た計算方法を用いて、MP と OM に必要な漁業別

総漁獲量データを作成する。 

オブザーバー体

長組成データ 
NZ 2006 年 

  4 月 30 日
 

従来どおりの生のオブザーバー体長組成データ。

引き伸ばし体長

データ 
豪州、 
台湾、 
日本、 

NZ 

2006 年 
  4 月 30 日
（豪州、台

湾、日本） 

 
2006 年 
5 月 7 日 
（NZ)4 

引き伸ばし体長組成データ5 は年、月、船団、漁

具、5 度区画（はえ縄）、1 度区画（その他の漁

業）別に集計して提供すること。データは最小の

サイズ単位（1 センチ）で提供すること。必要な

情報を記載した雛形は文書 CCSBT-ESC/0509/09
別紙 C に記載。 
 
NZ は 2005 年に提出した時系列に多少の変更を加

えた改訂時系列を提供する。この改訂時系列は、

更なる合意を得ることなく SAG7 以前に使用して

も良いことが合意されている。 
RTMP 体長デー

タ  
日本 2006 年 

  4 月 30 日
 

RTMP の体長データは、標準の体長データと同じ

書式で提出すること。 

                                                 
3 期日を 5 月 31 日の 1 週間前としたのは、5 月 31 日までに事務局がこのデータを処理し、MP/OM に

必要なデータを作成するため。 
4 ニュージーランドの期日が 1 週間後になっているのは、事務局が 4 月 30 日に提供する予定の引き伸

ばし漁獲努力データをニュージーランドが必要とするため。 
5 データは可能な限り合意された CCSBT の代用原則を用いて準備されるべきである。引き伸ばし体

長データの準備方法を完全に文書化することが重要である。 



 

提供すべきデー

タの種類1 
データ 
提供者  

期日 
提出するデータの説明 

生のサイズ・デ

ータ 
韓国 2006 年 

  4 月 30 日
 

韓国は引き伸ばし体長データを作成するだけの十

分なサンプルサイズがないため、引き伸ばし体長

データではなく、生の体長・体重測定データを提

供すること。韓国は将来の体長組成データのサン
プルサイズを増やしていくよう奨励された。 

OM 用 
台湾の漁獲を

LL1 と LL2 に分

けるための引き

伸ばし体長別漁

獲（2 センチ間

隔） 

台湾 2006 年 
5 月 24 日6 

LL1 と LL2 に分けた引き伸ばし体長別漁獲デー

タを提供すること。2005 年のデータに加え、サ

イズ・セレクティビティー基準に基づいた改訂時

系列データも提供すること。 
 
改訂された過去のデータは、更なる合意なく

SAG7 以前に使用しても良いことが合意されてい

る。 
年齢別漁獲デー

タ 
豪州、 
台湾、 
日本、 

NZ 

 2006 年 
  5 月 14 日 

各加盟国のはえ縄漁業の（サイズ別漁獲からの）

年齢別漁獲データを船団、5 度区画、月別に提供

すること。 
 
NZ は 2005 年に提出した時系列に多少の変更を加

えた改訂時系列データを提供する。改訂されたか

過去のデータは、更なる合意なく SAG7 以前に使

用しても良いことが合意されている。 
インドネシアは

え縄 SBT 年齢

及びサイズ組成 

豪州 2006 年 
  4 月 30 日 

2004 年 7 月から 2005 年 6 月までの産卵期、及び

2005 暦年の年齢及びサイズ組成（%）の推定を提

供すること。2004 暦年のサイズ度数も提供する

こと。   
OM 用 
豪州表層漁業及

びインドネシア

産卵場漁業の引

き伸ばし年齢別

漁獲量（0－30
才） 

豪州 2006 年 
  4 月 30 日7

2005 年 6 月までのデータを従来どおりの書式で

提供すること。インドネシアの年齢別漁獲量は、

過去の産卵期の直接年齢データに小さな変更があ

ったため、すべての年のデータを更新すること

（ただし、2003 年及び 2004 年のデータは 2005
年データ交換で更新されているため必要ない）。

OM 用 
体長別漁獲（2
センチ間隔）及

び年齢別漁獲量

の割合 

事務局 2006 年 
  5 月 31 日 

事務局は上記で提供された各種体長別漁獲及び年

齢別漁獲のデータセットを用いて、OM に必要な

体長及び年齢割合データを作成する（LL1、
LL2、LL3、日本とインドネシアに分けた LL4、
ならびに表層漁業）。 

MP 用 
年齢別漁獲量 

事務局 2006 年 
  5 月 31 日

加盟国は 5 度区画の引き伸ばし体長データを月別

にコホート・スライシングして提供すること。こ

のデータは LL1 のデータとしてのみ使用され

る。LL1 漁業で引き伸ばし体長データがない場合

（韓国、フィリピン、その他）は、事務局が OM
用に体長度数インプットを作成したのと同じ方法

で、日本の体長度数データを代用する。 
年齢別全世界漁

獲量 
事務局 2006 年 

  5 月 31 日

MPWS4 報告書別紙 7 に準じて 2005 年の年齢別そ

う漁獲量を計算する。日本の海区 1 及び 2（LL4
及び LL3）については、OM のインプットにより

よく合うように暦年ではなく漁期ベースで作成す

る。 
                                                 
6期日を 5 月 31 日の 1 週間前としたのは、5 月 31 日までに事務局がこのデータを処理し、OM に必要

なデータを作成するため。 
7期日を 5 月 31 日の 1 週間前としたのは、5 月 31 日までに事務局がこのデータを OM に提供するデー

タセットに含めるため。 



 

提供すべきデー

タの種類1 
データ 
提供者  

期日 
提出するデータの説明 

CPUE インプッ

ト・データ 
事務局  

2006 年 
  5 月 31 日

CPUE の解析に利用するため、漁獲量（SBT 尾

数、比例的年齢査定を使った 0－20+才の各年齢

クラスの SBT 尾数）及び努力量（セット数、針

数）データ8 を、年、月、経緯 5 度別に作成。  
 
CPUE インプット・データを事務局が準備するの

は今回が初めてとなる。豪州と日本は事務局の要

請するアドバイスや援助をタイムリーに提供する

こと。 
 
過去の CPUE インプット・データに多少の違いが

生じる。これは NZ がデータを改訂されたためで

ある。また豪州と日本の計算方法の違いが解決さ

れることでも違いが現れる。 
 
事務局が策定する改訂シリーズは SAG7 以前に使

用できるが、メンバーは使用前に品質管理チェッ

クを行うことが合意されている。 
OM 用 
CPUE シリーズ 

豪州  /   
日本 

2006 年 
6 月 15 日 

4＋才について、下記の 5 つの CPUE シリーズを

提供すること。 
• Nominal （豪州）  
• Laslett Core Area  （豪州） 
• B-Ratio proxy (W0.5)  （日本） 
• Geostat proxy (W0.8)  （日本） 
• ST Windows  （日本） 
OM はこれらのシリーズの中央値を使用する。 

直接年齢査定 
データ 

全メンバー 2006 年 
4 月 30 日 

耳石の収集から得た直接年齢査定推定の更新（場

合によっては耳石の再解析を要したためにシリー

ズの改訂が必要）。少なくとも 2003 暦年のデー

タを提供すること（2003 年 ESC 報告書パラ 95 参

照）。各耳石について提供するデータは、旗国、

年、月、漁具コード、緯度、経度、位置解像度コ

ード9、統計海区、体長、耳石 ID、年齢推定、年

齢解読度コード10、性別コード、コメントであ

る。 
 
耳石の再解読を通じて得られた改訂シリーズは、

更なる合意なく SAG7 以前に使用できることが合

意されている。 
標識回収サマリ

ー・データ 
事務局 2006 年 

  4 月 30 日 
月・漁期別の標識放流数及び再捕数の更新。 

OM 用 
標識放流・回収

及び報告率 

豪州 2006 年 
  5 月 31 日 

1991 年から 1997 年までの RMP 標識放流・再捕

データの変更・新データに基づいて、データベー

スで更新する。 
西オーストラリ

ア沖 1 才魚の音

響指数 

日本 2006 年 
  5 月 31 日 

2005/06 年期のサンプリングからの推定。 

航空目視調査 
指数 

豪州 2006 年 
7 月 31 日 

2005/06 漁期からの推定。  

 
                                                 
8 このデータは、4 月から 9 月までの SBT 統計海区 4－9 の日本・豪州合弁事業及びニュージーランド

合弁事業船団に限られている。 
9 M1=1 分、 D1=1 度、D5=5 度。 
10 CCSBT 年齢査定マニュアルに準じた耳石切片の解読度・信頼度スケール（0－5）。 



 

付録 2 
 

オペレーティングモデルと管理手続きに利用する 
漁獲実績時系列の計算方法の変更 

 
漁獲の時系列データの計算方法を変更することが勧告された。これらの変更は下記

に示す通りであるが、すべての改訂データが揃ってからのみ適用することとする。

MP による TAC の勧告を行う前（2006 年）に実施されることが理想的である。これ

らの計算方法の変更は、オペレーティングモデルを使った評価モデルを次回使用す

るときにも適用される。 
 

• 台湾の漁獲量を LL1 と LL2 漁業に分ける 
台湾の漁獲量を LL1 と LL2 漁業に分ける際には、対象・混獲を基準としてでは

なく、サイズ・セレクティビティーを基準とすべきである。台湾の漁獲はもとも

とビンナガを対象としていたか否かで分けていたが、これは基本的にサイズ・セ

レクティビティーで分けることと同じであった。しかし、近年の傾向が変わった

ため、サイズ・セレクティビティーで分けることを特定する必要が出てきた。 
 
台湾は 2005 年末までに、同国漁業の過去 4－5 年のサイズ・セレクティビティー

を解析し、どのように LL1 と LL2 に分けるべきかについて、閉会期間中にメン

バーに勧告する。メンバーはこの勧告に対して閉会期間中に回答し、台湾は改訂

したシリーズを 2006 年 4 月 30 日期限のデータ交換に提供する。 
 
優先的に検証する必要があるのは直近の年のデータであるが、この作業が終了し

た後、台湾は早期の漁業区分も変更すべきかどうか確認すべきである。 
 

• 1995 年と 1996 年の日本の非保持漁獲に関連する死亡を含める 
1995 年及び 1996 年の日本の非保持漁獲からの死亡データは、2005 年のデータ交

換で提供されたが、これらを将来の OM と MP の漁獲計算に含めるべきである。 
 
OM と MP の漁獲計算には、すべての死亡が含められるべきであり、メンバーは

これらの死亡の時系列データを提出するよう奨励された。科学調査の死亡につい

ては、より完全な時系列データが入手されるまで含めない。 
 

• LL1 漁業の総漁獲重量の計算方法の変更 
LL1 漁業の漁獲重量の計算方法を文書 CCSBT-ESC/0509/11 で勧告された通り変

更する。現在は重量を尾数に換算したものを再度重量に換算しなおしているが、

今後はいくつかの漁業（韓国、フィリピン、その他）から提供される総漁獲重量

をそのまま利用する。  
 


